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教育 福祉 くらし税保険

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
市
税
の
納
付

　
市
税
の
納
付
催
告
に
応
じ
な
い
一
部
の
滞

納
者
な
ど
に
対
し「
大
阪
府
域
地
方
税
徴
収

機
構
」へ
の
引
継
予
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
引
継
予
告
書
を
送
付
し
て
も
完
納
に
至
ら

な
か
っ
た
事
案
な
ど
は
、同
機
構
に
お
い
て
、

よ
り
厳
正
な
滞
納
整
理
を
行
う
こ
と
と
な
り

ま
す
。

　
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
人
は
、
至
急
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
促
進

　
現
在
使
用
中
の
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
変
更
し
た
場
合
、
一
定
の
効
果
が
見
込

ま
れ
る
人
を
対
象
に
、
ど
れ
く
ら
い
薬
代
を

節
約
で
き
る
か
を
試
算
し
た「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
利
用
促
進
の
お
知
ら
せ
」を
送
付

し
て
い
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
の
特
許

が
切
れ
た
後
に
同
じ
有
効
成
分
で
作
ら
れ
る

薬
で
、
新
薬
と
同
じ
効
果・
効
能
が
あ
り
ま

夜
間・休
日
納
付
相
談

国
民
健
康
保
険
料・

�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

▽�

夜
間
　
４
月
１０
日（
月
）・１１
日（
火
）・１３
日

（
木
）・１４
日（
金
）・２４
日（
月
）・２５
日（
火
）・

２７
日（
木
）・
２８
日（
金
）い
ず
れ
も
午
後
7

時
３０
分
ま
で

▽�

休
日
　
４
月
２
日（
日
）・
３０
日（
日
）午
前

１０
時
～
午
後
3
時

場
・
問
保
険
収
納
課
、
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
８
、
１
５
４

５
、
１
６
２
５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
仮
徴
収

　
平
成
２９
年
２
月
に
保
険
料
を
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
天
引
き
）で
納
付
し
て
い
た
人

は
、
同
額
を
平
成
２９
年
４・６・８
月
に
特
別

徴
収（
仮
徴
収
）し
ま
す
。

　
ま
た
、
新
た
に
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る

人
は
、
平
成
２８
年
度
保
険
料
の
２
カ
月
相
当

分
を
平
成
２９
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収
し
ま

す
。
該
当
者
に
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
特
別
徴
収
仮
徴
収
額
通
知
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
７
月
に
平
成
２９
年
度
の
後

期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
額
が
決
定
す
る
た

め
、
特
別
徴
収
し
た
保
険
料
を
調
整
し
た
上

で
、
改
め
て
通
知
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
２
５

対
６０
歳
以
上
の
市
内
在
住
者

時
午
前
９
時
～
午
後
５
時
１５
分

持�

住
所・年
齢
を
確
認
で
き
る
も
の（
運
転
免

許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

注�

団
体
利
用
の
場
合
は
、
１
カ
月
前
ま
で
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

備�

日・
祝
日（
敬
老
の
日
を
除
く
）、
年
末
年

始（
１２
月
２９
日
～
１
月
３
日
）は
休
館

問
菊
水
老
人
福
祉
セ
ン
タ－

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
７
６
２
２

問
佐
太
老
人
福
祉
セ
ン
タ－

℡�

０
６
・
６
９
０
１
・
５
７
４
８

募
集
人
数
　
２
人（
４０
歳
～
６４
歳
と
、
６５
歳

以
上
の
各
１
人
）委
員
就
任
し
た
人
は
、
く

す
の
き
広
域
連
合
で
設
置
す
る
介
護
保
険
事

業
計
画
策
定
委
員
を
兼
ね
て
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

①
②
募
集
共
通
事
項

�

会
議
回
数　
年
３
回
程
度（
平
日
日
中
を
予

定
）

任
期
　
平
成
３０
年
３
月
３１
日
ま
で

報
酬
　
日
額
９
千
５００
円

申
込
期
限
　
４
月
２１
日（
金
）

申
込
条
件
　

（
１
）テ
ー
マ
の
作
文（
８００
字
程
度
。様
式
自
由
）

①�

の
テ
ー
マ「
助
け
合
い
の
あ
る
地
域
づ
く

り
に
つ
い
て
」

②�

の
テ
ー
マ「
今
後
の
高
齢
者
福
祉
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
」

（
２
）住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
日
中
に

連
絡
が
で
き
る
電
話
番
号
を
記
入
し
た
用
紙

（
様
式
自
由
）

申�（
１
）と（
２
）を
、
郵
送（
〒
５
７
０－

８

６
６
６
守
口
市
京
阪
本
通
２－

５－

５
）

ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

備�

４
月
２１
日（
金
）必
着

①
地
域
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は

問
健
康
福
祉
部
総
務
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
７
０

②
老
人
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は

問
高
齢
介
護
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
０

納
付
は
お
済
み
で
す
か

　
現
在
、
国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い

る
人
と
の
公
平
性・
公
正
性
を
保
つ
た
め
、

法
令
に
基
づ
き
差
押
処
分
を
よ
り
一
層
強
化

し
て
い
ま
す
。

　
早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
８

利
用
し
て
く
だ
さ
い

菊
水・佐
太
老
人
福
祉
セ
ン
タ－

　
健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
、
レ
ク
リ
エ

－

シ
ョ
ン
に
利
用
し
ま
せ
ん
か
。

募
集
　
福
祉
計
画
の
市
民
委
員

　
市
で
は
、
次
期
の
地
域
福
祉
計
画
と
老
人

福
祉
計
画
を
策
定
す
る
た
め
、
市
民
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

①
地
域
福
祉
計
画

　
地
域
に
住
む
全
て
の
人
の
助
け
合
い
に
よ

る
福
祉
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し

ま
す
。

�

応
募
資
格　
市
内
在
住
で
４
月
１
日
現
在
１８

歳
以
上

募
集
人
数
　
２
人

②
老
人
福
祉
計
画

　
高
齢
者
一
人
ひ
と
り
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
、
健
康
に
い
き
い
き
と
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

応
募
資
格
　
市
内
在
住
で
４
月
１
日
現
在
４０

歳
以
上

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
対
し
、
保
険
課
職
員
を

名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金
が
発
生
し
て
い
る
」

と
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預

金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
電
話
が
頻
発
し
て

い
ま
す
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の
助
成

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
が
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
場
合
、
１
回
分（
２

万
６
千
円
が
上
限
）の
受
診
費
用
が
助
成
さ

れ
ま
す
。

対�

４
月
１
日
～
平
成
３０
年
３
月
３１
日
に
受
診

し
た
人

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】被
保
険
者
証
、印
鑑
、

振
込
先
の
口
座
情
報
が
分
か
る
も
の
、
領
収

書
の
コ
ピ
ー
、
検
査
結
果
通
知
書
の
コ
ピ
ー

【
申
請
場
所
】保
険
課
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

問�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合・
給

付
課

℡�

０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
1

す
。
ま
た
、
新
薬
よ
り
安
く
購
入
で
き
る
た

め
、
医
療
保
険
財
政
の
負
担
軽
減
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更
を
希
望

す
る
場
合
は
、
同
封
の「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
希
望
シ
ー
ル
」を
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
に
貼
り
付
け
、
病
院
や
薬
局
で
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

注�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更
を
希
望

す
る
場
合
は
、
必
ず
医
師
ま
た
は
薬
剤
師

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
使
用
中
の
薬
や
症
状
に
よ
り
、
新

薬
し
か
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

問
保
険
課
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

時�

４
月
３
日（
月
）～（
土・日・祝
日
を
除
く
）

受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
３０
分

場
課
税
課

¥
縦
覧
期
間
中
は
無
料

持�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

備�

新
年
度
の
納
税
通
知
書
に
添
付
の「
課
税

明
細
書
」で
も
課
税
内
容
が
確
認
で
き
ま

す
。
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者
は
、
本

人
確
認
書
類
と
併
せ
て
、
そ
の
権
利
を
証

す
る
書
類（
賃
貸
契
約
書
の
写
し
な
ど
）

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
縦
覧
と
は
、
市
内
に
土
地
か
家
屋
を
所
有

す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が
、
自
己

の
土
地
ま
た
は
家
屋
の
価
格
と
他
の
土
地
ま

た
は
家
屋
の
価
格
を
比
較
し
て
、
こ
れ
が
適

正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
制
度
で
す
。

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
な
ど

時�

４
月
３
日（
月
）～
５
月
３１
日（
水
）（
土・

日・祝
日
を
除
く
）

受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
３０
分

場
課
税
課

持�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
、
前
年
度
の
納
税
通
知
書
な
ど
）

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

市
税
の
夜
間・休
日
納
付
相
談

　
平
日
、仕
事
な
ど
で
忙
し
い
人
や
、病
気・

失
業
な
ど
で
市
税
を
納
付
で
き
な
い
人
は
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

夜
間
　
４
月
２７
日（
木
）午
後
7
時
３０
分
ま
で

休
日
　
４
月
２３
日（
日
）

�

午
前
１０
時
～
午
後
3
時

場
・
問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
２
～
１
８
５

４閲
覧・縦
覧
に
つ
い
て

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

対�

納
税
義
務
者
、
納
税
義
務
者
の
納
税
管
理

人
ま
た
は
納
税
義
務
者
の
委
任
状
を
持
つ

代
理
人
や
借
地
借
家
人
な
ど
の
関
係
者

納税者
（共有者含）

納税者と
同居の親族

納税
管理人

借地人
借家人

納税者からの
委任状などを
持参の人

閲覧 ○ ○ ○ ○ ○
縦覧 ○ ○ ○ × ○
注�閲覧または縦覧の申請者は、本人確認ができるものが必要です。
　同居の親族が申請するときは、納税者との関係が確認できるものが必要です。
　�納税者が法人の場合は、法人の代表者または受任者であることを証するもの
(委任状など）が必要です。
　�借地人や借家人は、賃貸借契約書など地上権その他の権利の成立および有効
性を証する書類が必要です。

もりトピ もりトピ


